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(2) 管理水準の維持向上に向けた取組

情報共有、 業務の見直し等の組織的な取組を具体的に示してく ださい。

（ ２ ） 管理水準の維持向上に向けた取組

（ ２） －１ 組織的な情報共有の取組

当公園に関する情報について、 委託先スタッフを含む関係者全員で共有することは、 利用

者サービス、 維持管理水準、 安全性等を保つ上で極めて重要であると考えます。

当協会では、 情報収集・ 伝達・ 評価・ 改善を一連のシステムとして採り入れ、 次のような

方法で情報の共有に努めます。

① 教育訓練

情報共有の必要性と方法等について、 雇用開始時または年度当初のスタッフ研修で教育

します。

② 組織全体の情報共有

当公園の情報については、 基本的に報告書等により当協会事務局に伝達します。 また、

Web 上の専用サーバーを構築し、 各公園と事務局間で迅速に情報を共有し現場管理に役

立てています。 今後も、 メーリングリスト 等を活用して、 すべての現場スタッフとの速や

かな情報共有体制を確保します。

③ 当公園スタッフにおける情報共有

ａ 日常の情報伝達と指示

園内の施設等に関する情報や注意事項等は、 毎朝のミ ーティ ングにおいて口頭また

は文書で委託先を含む全スタッフに伝えます。

ｂ 研修会等受講によるレベルアップ

毎年、 グリーンシーズン前に、 接遇サービス、 救急救命、 緊急事態対応訓練、 安全

講習、 施設利用案内等の研修を行い、 全スタッフが必要な情報と動態を身につけて、

知識・ 技術を高めます。

ｃ ワークショ ップ

以下の講習・ 研修等については、 随時、 ワークショ ップ形式で実施します。

・ 機器類の運転操作

・ 安全作業、 施設点検等のスタッフ研修

・ 個別具体的な事例の接遇研修

・ 利用者からの要望に基づく 施設改修やサービス改善に関する研修

・ 作業方法の改善指示等の研修

また、 他公園で事故等があった場合は、 札幌市からの通知や当協会の事故報告書等

を確認し、 スタッフによるワークショ ップで実践的に検証します。

ｄ ミ ーティ ング

作業計画、 要望への対応、 イベント ・ プログラムの企画等は、 定例的に行うスタッ

フミ ーティ ングで、 その都度議論するとともに、 情報の共有を図ります。
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（ ２） －２ 組織的な業務の見直し等の取組

管理やサービスの質の向上を図り、 利用者満足度を高めるた

め、 事業や業務の改善、 見直しについて、 計画（ Plan） -実行

（ Do） -評価（ Check） -改善（ Act） サイクルにより継続的に

取り組みます。

【 ＰＤＣＡサイクルによる改善事例】

事例

段階
札幌市に提出する報告書作成 札幌市に提出する報告書作成の効率化

Ｐ

計画

札幌市に提出する報告書作成の効率化のほ

かデータの蓄積と分析。

札幌市に提出する報告書作成を更に効率化

する改善を計画。

Ｄ

実行

札幌市の要求様式と当協会の必要データ等

を検討した結果、 当協会独自仕様のシステ

ムを構築。

令和３ 年度に再度、 札幌市の要求様式と当

協会の必要データ等を検討し、 新様式を作

成した。

Ｃ

評価

平成 26 年度から各公園・ 施設で運用を開

始し、 各公園から改善要望を集約。

令和４ 年度から各公園・ 施設で運用を開始

し、各公園から改善要望を集約。

Ａ

改善

平成 26 年度からシステムを運用しなが

ら、 効率化や使いやすさの向上を目指し、

次の計画に繋げた。

新様式の更なる効率化や使いやすさの向上

を目指し、 改善を継続的に取り組む。

接遇・ 案内サービス

① 計画

園内では全スタッフが利用者と接する機会があるため、 グリーンシーズン前や適切な時

期に接遇講習、 バリアフリー講習等を実施するとともに、 スタッフ間の情報伝達方法を確

認します。

② 実行

アンケート 、 投書のほか、 当協会の「 苦情等対応報告票」（ P.47） 等により、 ニーズ

やリクエスト 、 サービスに対する基礎情報を収集します。

これらの情報を整理し、 ミ ーティ ングや文書等でスタッフに伝え、 誰もが正確な情報

を持って利用者に対応できるようにします。 また、 公式ホームページの記事等を日 確々

認し、 情報の新鮮さと正確性に注意します。

③ 評価

アンケート 、 投書、 苦情等対応報告票等の情報を集計・ 分析し、 接遇に対する利用者

の満足度を評価します。

④ 改善

評価の結果に基づき、 接遇に関わる人員配置、 情報内容、 情報の伝達方法、 案内の内容

等を点検します。 その結果、 抽出・ 特定された問題点の改善策を全スタッフで検討し、 次

の計画に反映させます。

PDCAサイクルによる管理や
利用者サービスのらせん的向上
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維持管理作業

① 計画

当協会は、 指定管理期間の業務指針や年間作業計画を作成し、 より良い手法・ 手順の

ための試行や高効率の機器の導入について、 スタッフで検討します。

② 実行

マネージャーは、 計画に沿って作業・ 点検等を指示し、 実施します。 また、 清掃や植物

管理等、 天候や生育状況によって左右される作業は、 状況に応じて弾力的に実施します。

点検票、 巡視票、 実績報告、 労務量集計のほか、 アンケート 、 苦情等対応報告票等で収

集した情報を整理・ 確認します。

③ 評価

マネージャーは、 情報の記録のほか、 アンケート 結果、 担当スタッフからの作業経過

の聞き取り等を基に、 作業目標、 品質目標、 利用者満足度等について、 月ごとと四半期

ごとの達成度を評価します。

④ 改善

作業計画に対する結果の評価を基に、 作業計画・ 手順、 指示系統について見直します。

また、 改善計画についてスタッフとともに検討し、 次回の計画に反映させます。

イベント ・ プログラムの実施

① 計画

イベント ・ プログラムの各担当スタッフや、 参加者数、 売上、 満足度等の目標値、 新

たな取組事項等を定めた年間計画を作成します。

② 実行

それぞれの業務の実施前に必要となる準備、 広報、 各種申請手続等について、 十分な

余裕をもって行います。 安全・ 安心の確保を第一に、 悪天候時等についても万全に対応

できるよう努め、 各業務の実施内容や参加者数等を記録し、 運営や教育効果等の情報を

収集します。 また、 アンケート 等によって参加者のニーズ、 満足度等の基礎情報を収集

します。

③ 評価

マネージャーは、 設定した目標に対して結果を分析し、 目標達成度を評価します。 ま

た、 各業務の評価、 達成状況等を集計した総合的な評価を作成します。

④ 改善

マネージャーは、 サービス向上、 利用促進の観点から、 各イベント の運営状況や達成

状況等について総合的に評価し内容等の改善を検討します。 改善計画は、 次回の各業務

に反映させます。
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（ ２） －３ 管理における情報共有と業務の改善

当協会では、 管理の質の一層の向上を図るため、 利用者からの意見や苦情のほか、 施

設の安全、 運営の効率化、 適正な植物管理等の情報を管理運営に携わる全スタッフが共

有し、 次の点を重視して業務を進めます。

苦情等の情報の共有、 業務の改善方法

利用者等からの苦情等の情報は、 速

やかに苦情等対応報告票に記録します。

報告票には苦情等の要旨、 対応の経過、

取組事項等をまとめ、 当協会事務局へ

報告するとともに、 毎日のミ ーティ ン

グで現場スタッフに周知します。 また、

承認を得た改善案についても、 マネー

ジャーから現場スタッフに周知します。

手順等の大幅な改善や、 設備等の大規

模な改修を必要とする場合には、 札幌

市と協議を行い、 認識と情報の共有を

徹底します。

マネージャーは改善結果とその効果

を記録し、 再び協会事務局に報告しま

す。 報告票は、 承認を得た後、 個人情

報を伏せた上で他の公園・ 施設のスタ

ッフにも配信し、 業務の改善に役立て

ます。

このように、 役員・ 職員全員が共有

し、 利用者の視点からサービスや施設

のあり方を広く 検討するとともに、 結

果の検証や改善計画の策定により、 施

設やサービス、 維持管理水準の向上を

図ります。

安全・ 危機管理等に関する情報の共有、 業務の改善方法

当協会は、 当公園の安全管理や災害時の対応等の情報を共有し、 施設や利用者の安全確保

について、 より有効に機能するよう改善していきます。

① 公園スタッフ間での情報共有

ａ 職場内での安全に関する情報共有の方法は、 ワークショ ップ形式を基本とします。

スタッフからの安全管理等への提案を積極的に聴き取り、 全員で業務の改善につな

げる体制を維持します。

ｂ 日々 の情報は、 毎朝のミ ーティ ングでスタッフに伝え、 業務の改善につなげます。

ｃ 日々 記録・ 共有しているヒヤリ・ ハット 体験を検証して改善を図ります。

ニーズ情報の共有

各本部・現場全スタッフ

アンケート

ご意見箱、 望書

投書、メール、

電話、面談等

札幌市 らの通達

情

報
聞き取り ・ 記録、 現地確

認・ 記録、 対応手順説明、

1 週間以内の回答を説明

個別苦情等

アンケート

実施・ 結果分析

情
報
共
有

各本部・現場全スタッフ

情
報
共
有

改善方法検討
スタッフミ ーティ ング

ワークショ ップ

回答説明・ 周知
報告票再承認

各本部報告、 公園内掲示

集計結果通知・ 説明

成果・ 課題抽出
アンケート 自体の評価

事業評価

計画の向上・ 見直し

〈 事務局〉 〈 現場〉

本部回覧 ﾐ ﾃーィ ング

意見聴取 ワークショ ップ

研修会

苦情者へ回答

苦情対応報告票作成
苦情等対応報告票引継

苦情回答案作成
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ｄ 当公園または他公園・ 施設で事故が発生した場合は、 事故報告書等を活用し、 安全

管理について実践的に検証する等して、 業務の改善を図ります。

ｅ 日々 、 危険発生の可能性がある箇所を点検・ 確認するとともに、 ハザードマップを

随時更新し、 全スタッフへの周知、 安全管理の徹底を図り公開します。

ｆ 全スタッフに緊急連絡網を周知し、 緊急体制の共有と迅速な対応を図ります。

② 協会事務局との情報共有

協会事務局からは、 安全管理や災害等に対する最新情報を電子メール、 メーリング

リスト 等により、 当公園を含む全公園・ 施設スタッフに周知します。 現場スタッフか

らは、 電子メールや事故報告書の提出により、 当協会事務局との情報共有を図ります。

③ 当協会の公園・ 施設間での情報共有

当協会では、 毎月の営業会議及び安全衛生委員会で、 各公園・ 施設での安全管理に

関する提案や実践事項等を検討し、 公園・ 施設間での情報共有と安全への取組を推進

しています。 また、 事故報告書や札幌市からの通知文書等については、 各公園・ 施設

での業務改善につながる要素を検討し、 協会事務局から各現場に配信します。

業務効率化についての情報の共有、 業務の改善方法

当協会では、 管理やサービスの質を低下させずに経費を節減し、 環境負荷を低減する効率

的な公園・ 施設の管理運営を行うため、 ＥＭＳを運用して、 電力使用量の削減、 水道・ 燃料

使用量の節減のほか、 ごみ排出量の減量、 植物残渣のリサイクル等に努めています。

また、 公園・ 施設の利用状況等に応じて、 効果的に維持管理計画を見直し作業効率を高め

るほか、 スタッフ等から提案された節約のためのアイディ アを積極的に採用し、 スタッフの

モチベーショ ンの向上につなげます。

① 計画

各公園・ 施設でのワークショ ップで、 経費節減の計画と目的、 経費節減の目標、 作業手

順等を周知し、 業務効率化の情報を共有します。

② 実行

作業状況や労務集計等をまとめた労務量の測定結果等を踏まえて、 マネージャーがミ ー

ティ ングで状況等を説明し、 作業方法等の改善を指示します。

電力、 水道、 燃料については、 使用状況を監視・ 測定して効率化に努め、 削減につなげ

ます。 また、 ごみについては、 分別の徹底や持ち帰りの呼びかけ等により減量に努めます。

管理計画に基づき、 季節やイベント ごとに利用状況を把握し、 管理レベルを調整し、 そ

の効果を測定します。

③ 評価

マネージャーが、 経費節減計画の項目ごとに結果を測定し、 月ごとと四半期ごとの目標

達成度を評価します。

④ 改善

マネージャーが、 目標達成度の評価に基づき、 業務計画、 作業手順、 指示系統等をスタ

ッフとともに検討して見直し、 次回の計画に反映させます。
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(3) 第三者に対する委託の方針

再委託することを予定する具体的な業務を示してく ださい。 また、 再委託の適正を確保するための方

策を具体的に示してく ださい。

（ ３ ） 第三者に対する委託の方針

当協会では、 機器の保守点検や機械警備等の特殊な専門性や資格が必要な業務等については、

専門業者（ 原則として札幌市内の企業・ 団体） に委託し、 経費の節減とより質の高いサービス

の提供に努めます。

（ ３） －１ 具体的な再委託業務

当公園において再委託を予定する業務とその内容等は、 次のとおりです。

業務 内容 回数等

機械警備 緑のセンターの防犯警備 夜間、 休館日

駐車場・ 門扉管理 駐車場門扉開閉 4 月～11 月

遊具等点検 春と夏の精密点検 2 回/年

自動扉保守点検 緑のセンター自動ドア点検 2 回/年

消防用設備点検 緑のセンター館内の消防設備点検 2 回/年

防火対象物点検 防火管理業務の点検 1 回/年

電気工作物点検 高圧受電設備点検 6 回/年

エレベーター点検 緑のセンター施設設備の点検 毎月

ガスボイラー点検 緑のセンター暖房設備の点検 2 回/年

空調設備点検 緑のセンター空調設備の点検 2 回/年

加湿器点検 緑のセンター空調設備の点検 1 回/年

緑のセンター定期清掃 緑のセンター館内清掃 3 回/年

緑のセンターガラス清掃 緑のセンターガラス清掃 1 回/年

バックヤードボイラー点検
緑のセンターバックヤードハウス

暖房設備の点検
1 回/年

除排雪 園内及び緑のセンターの除雪 適宜

高木剪定 園内危険木、 枯損木等の処理 適宜

野生生物対応 ハチの巣の撤去、 子ガラス保護等 適宜

塵芥処理 一般ごみ運搬処理 通年

産業廃棄物処理 産業廃棄物の運搬、 処理 適宜

売店営業 植物等の販売 通年
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（ ３） －２ 再委託の適正確保のための具体的方策

公正で透明性のある再委託を行うため、 当協会では以下のとおり取り組みます。

① 再委託が必要な業務については、 軽微な業務を除き事前に札幌市の承認を得ます。

② 再委託先については、 札幌市内の企業・ 団体を優先的に選考します。

③ 当協会では、 契約事務取扱要綱、 委託被指名者選考委員会要綱等により、 必要に応

じて入札または見積り合わせを行い、 適正に委託先を決定します。

④ 再委託業務の開始前に、 当協会担当者が利用者の安全対策を確認します。

⑤ 業務終了後は、 委託先から完了検査に関わる書類の提出を求め、 検査員が履行を確

認します。 再委託業務が適正に履行されていない場合は、 是正指導します。

⑥ 再委託にあたっては、 労働基準法、 労働関係調整法、 最低賃金法その他労働環境に

関わる法令を遵守することを契約書に明記してその遵守を求めるとともに、 労働環

境についての書面を提出してもらい確認します。

⑦ 施設内での安全管理等のルールやマナー、 環境への負荷軽減等について協力を求め

るとともに、 常駐従事者がいる場合には、 当協会スタッフと同じく 必要な研修を受

講させます。

⑧ 暴力団をはじめとする反社会的勢力への再委託はしません。 契約書には、 反社会的

勢力の関係者と判明した場合に契約を解除する旨の条項を明記します。 再委託先が

反社会的勢力の関係者であるか確認の必要が生じた場合は、 札幌市の「 暴力団排除

にかかる照会事務マニュアル」 に沿って対応することとし、 札幌市と協議を行い、

その指示に従います。
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(4) 市民との協働、地域等との連携による取組

ア 市民との協働や地域との連携

都市公園の管理運営や自主事業等の実施にあたっては、 市民との協働や地域との連携を図る必要があ

ります。そのための事業計画や方策について具体的に示してく ださい。

（ ４ ） 市民との協働、 地域等との連携による取組

ア 市民との協働や地域等との連携

アー１ 基本的考え方

当協会では以前より、 各公園にボランティ アコーディ ネーターを配置し、 市民や活動団体

との調整を図り、 市民協働の促進に積極的に取り組んできました。 当公園でも地域振興と公

園の魅力向上を図るため、 ボランティ アコーディ ネーターを配置し、 当公園がより魅力的な

市民活動の拠点となるよう地域をはじめとする市民や活動団体との連携・ 協働を推進してい

きます。

アー２ 具体的な内容

市民団体・ ボランティ ア団体との連携

当公園の緑のセンターでは、 市内で活動している様々 な植物愛好会の方々 の発表の場とし

て、 各種植物・ 園芸展示会を開催しています。 また、 当協会では公園登録ボランティ ア団体

「 豊平公園花とハーブの会」 と協力し、 きめ細かい公園の植物管理、 イベント 管理を行なっ

ています。 緑のセンターが新しく なってからは参加希望者も増えており、 今後はより活動の

幅を拡げ、 市民協働の活性化につなげます。

【 花壇管理・ イベント 運営】

当公園では年間を通して管理の行き届いた草花をご覧いただけるよう、 植栽苗の栽

培、 花壇の植え込みや手入れ、 さらには様 な々イベント の運営をボランティ ア団体と

協働で行っています。 次期5 年間は、 より管理レベルを向上できるようボランティ ア

の育成に努めます。

【 展示会の開催】

緑のセンターでは年間 20 回以上の植物・ 園芸展を開催しており、 その多く が道内、

市内で活動している市民サークル、 植物同好会の方々 によるものです。 当協会では、

これらの団体の活動をサポート し、 団体と幅広い市民とをつなぐ橋渡し役を担うこと

で多様な園芸文化の普及・ 継承に貢献します。
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イ 札幌市等との連絡調整

協議会設置の方針(運営に当たっての基本的な考え方、 想定する参加者、 運営のサイクル等)を示して

下さい。

イ 札幌市等との連絡調整

札幌市との連絡調整を密接かつ円滑に行い、 当公園の利用促進や管理運営水準の向上につ

なげるため、「 豊平公園運営協議会（ 以下、「 協議会」 といいます。）」 を設立し、 次のとおり

運営します。

① 協議会の構成員は、 札幌市と当協会とします。

② 定例協議会は年1 回開催し、 必要に応じて臨時協議会を開催します。

③ 協議会は当協会が主催し、 運営に当たります。

④ 協議会では、 次の項目について協議します。

・ 当公園の管理運営業務の報告

・ 当公園の管理運営上の問題点や改善に関する事項

・ 管理運営に関して、 新たに作成する各種規程、 要綱、 マニュアル等の概略及び業

務仕様書において、 協議会での協議を行うことで定められている事項

・ 市民サービスや管理水準の維持向上に向けた取組

・ その他、 市民の要望等の反映等

⑤ 協議会の議事内容は当協会で取りまとめ、 札幌市に提出します。
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(5) 財務

都市公園の資金管理に関する基本的な考え方を示してく ださい。

また、 都市公園における現金等の取扱についての基本的な考え方、 整備する規程（ 既に整備済の場合

は当該規程） の名称及び概要、 現金等の取扱に関し事故、 不祥事を未然に防ぐ具体的な仕組みを示して

く ださい。

（ ５ ） 財務

（ ５） －１ 資金管理に関する基本的な考え方

当公園で取り扱う現金は、「 準公金」 であると考えます。 当協会では、 厳格かつ適正な管理

に努め、 資金の元本を保全する安全性の確保を最優先とし、 日常の支出に対応可能な流動性

と効率性を勘案し、 計画性と透明性のある適切な保全策を講じて資金管理を行います。

① 安全性の確保 資金元本の安全性を確保するため、 ペイオフを勘案

し安全な管理を心がけ、 預金先である金融機関の経

営の健全性に留意します。

② 流動性の確保 月々の支払等に支障を来たさない必要な資金を確保

します。

③ 効率性の確保 安全性及び流動性を確保した上で、 効率的な資金調

達を図ります。

④ 計画性の確保 当公園に関わる収支その他の経理に関する記録を、

各年度単位で整備します。

⑤ 透明性の確保 経理事務の客観性と透明性を高めるために、 公認会

計士による外部監査を実施します。

（ ５） －２ 現金等取扱に関する基本的な考え方

当公園での現金等の取扱いにおいては、 内部牽制を機能させ、 次のとおり実行します。

① 複数スタッフによる相互牽制が機能する組織体制により、 現金等を取り扱います。

② 規程に基づき、 現金等の流れをチェックするとともに残高の確認を行います。

③ スタッフ相互による日々 のチェック及び月単位の定期的な検査・ 確認、 並びに保管

現金の限度額と入金サイクルを定めるとともに、 多額の現金は所持・ 保管しません。

（ ５） －３ 現金取扱規程

当協会で整備している現金取扱に関わる規程は、 次のとおりです。

① 会計処理規則（ 財務及び会計の基本的事項、 勘定科目、 帳簿組織、 予算、 決算、 出

納、 固定資産等について規定）

② 処務規則（ 組織、 事務分掌、 専決・ 決裁、 公印管理等について規定）

③ 資金管理及び運用規則（ 運用管理方針、 運用の区分・ 方法等について規定）

④ 特定資産管理規則（ 特定資産の目的、 積立方法、 取崩要件等について規定）

⑤ 内部監査要綱（ 現金等の取扱事務を監査し、 事故の未然防止を図るために規定）

⑥ 公園・ 施設現金等取扱要綱（ 各公園・ 施設管理事務所等における現金出納から金融

機関への手続き、 現金取扱スタッフと職務範囲、 現金の保安等について規定）

⑦ 事務局現金等取扱細則（ 事務局における小口現金、 現金収受、 領収書発行、 入金、

払出、 大金庫管理等について規定）
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(6) 苦情対応

都市公園の利用に関する苦情対応の基本的な考え方と対応の仕組みについて具体的に示してく ださい。

（ ６ ） 苦情対応

当公園における苦情については、 以下の考え方や手順に従って対応します。

（ ６） －１ 苦情等対応の基本的な考え方

公共施設の管理運営は利用者や地域住民に満足いただけるサービスを行うことが基本であ

り、 当協会ではこれまで、 利用者の要望、 苦情等（ 以下、 ｢苦情等｣といいます。） を正確に聴

き取り、 素早く 的確に対応し、 問題や課題の解決をすることで、 管理運営の改善につなげて

きました。

当公園においても同様に、 利用者や地域からの苦情等に対して、 当協会の次の手順に沿っ

て対応します。

（ ６） －２ 苦情等対応の具体的な手順

① 苦情等の受付、 責任・ 担当部署等

ａ 電話や窓口で受けた苦情等は、 原則として最初に受けたスタッフが、 その場で対応

します。

ｂ 最初に受けたスタッフが回答しかねるような場合は、 マネージャーが対応します。

ｃ 現地の公園で対応が困難な場合は、 当協会事業課の担当課長が対応して判断し、 苦

情の内容により、 必要に応じてスタッフに引き継ぎます。

ｄ 当公園の苦情等が、 当協会の他の部署に寄せられた場合でも、 申し出を受けた部署

で苦情等を受け付けます。

なお、 電子メール、 アンケート ボックス等に寄せられた苦情等については、 マネージ

ャーが内容を整理し、 報告や改善等の必要な対応を取ります。

② 対応手続文書の整備・ 活用

ａ 苦情等の対応手続を定めた「 苦情等対

応報告票」 に基づき、 記録・ 報告しま

す。

ｂ 「 苦情等対応報告票」 は当協会事務局

で決裁し、 苦情等を受けた公園は、 当

協会事務局からの指示事項等がある場

合は直ちに取り組みます。

ｃ 決裁された「 苦情等対応報告票」 は当

公園だけでなく 、 他の公園・ 施設のス

タッフで共有し、 管理運営の改善につ

なげます。 当協会の苦情等対応報告票
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③ スタッフの基本姿勢

ａ 速やかに対応します。

ｂ 差別や特別扱いはしません。

ｃ 改善可能なものは、 できるだけ迅速に行います。

ｄ スタッフは、 各自が当協会を代表する心構えで対応します。（ 担当外という考え方

はしない）

ｅ 言い分や申し出を、 最後までよく 聴きます。（ 全面否定しない）

ｆ 情報を正しく 伝えます。（ 隠したり、 ごまかしたりしない）

ｇ 落ち着いて対応します。（ 感情的にならない）

ｈ 利用者に物質的･金銭的･時間的な負担をかけません。

ｉ 誠心誠意対応し、 申し出とその内容に感謝の気持ちを持ちます。

ｊ 組織として対応し、 利用者からの理解に努め、 管理運営の改善につなげます。

④ 全スタッフの理解

苦情等への的確な対応のため、 研修等により、 次の事項について全スタッフが理解する

よう徹底します。

ａ 苦情等に対する「 基本姿勢」 を理解すること。

ｂ 「 苦情等対応報告票」 の内容を理解し、 記録・ 報告できること。

ｃ スタッフは、 利用者と常に良好なコミ ュニケーショ ンを取るよう努め、 日ごろから

利用者が意見や要望、 苦情等を言いやすい雰囲気を保つこと。

⑤ 札幌市への報告等

ａ 苦情等の対応結果及び経過等について、 札幌市に報告します。

ｂ 市政に関し、 指定管理者の業務とは関係のない苦情等が公園に寄せられた場合には、

速やかに札幌市へ報告します。

ｃ 札幌市への苦情等に関して、 札幌市から指示があった場合は、 必要な調査・ 報告を

行い、 その後の指示に従います。

⑥ 対応結果の回答

苦情主から、 対応結果等について回答を求められた場合は、 誠意を持って丁寧に回答し

ます。
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（ ６） －３ 苦情等の対応システム・ フロー

苦情等発生（ ステージ１）

・ 対応者の所属と氏名を名乗り、 不快な思いをさせたことに対して謝罪します。

・ その後、 申出者からの話をよく 聴きます。

把握・ 確認（ ステージ２）

・ 苦情等の内容と原因を正確に把握・ 確認します。

・ 必要に応じて状況の撮影や、 第三者の視点からの証言を得る等した上で、 申し出内容と

実態等を「 苦情等対応報告票」 の記載事項に基づき記録します。

対応方法検討（ ステージ３）

・ 苦情等の原因を特定し、 対応方法を検討します。

・ 対応が困難な場合には、 申出者の了解を得て、上司等が代わって対応します。

提案・ 約束（ ステージ４）

・ 考えられる対応方法について提案します。

・ 対応または回答に時間を要する場合は、回答期限を伝え、 了解を得ます。

・ 連絡先等を確認します。

実行・ 報告・ 謝意（ ステージ５）

・ 迅速に実行し、 結果を申出者に報告します。

・ 苦情等が改善につながったことに対して、 感謝を表明します。

結果報告（ ステージ６）

・ 対応結果を組織内で共有し、 全体の改善につなげます。
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(7) 記録・ モニタリング・ 報告・ 評価

記録・ モニタリング・ 報告・ 評価に関する基本的な考え方を示してく ださい。

また、 セルフモニタリングの実施について、 具体的な方法、 仕組みを示すとともに、 利用者アンケー

ト 【 総合満足度、接遇に関する満足度】 における目標値を示してく ださい。

（ ７ ） 記録・ モニタリング・ 報告・ 評価

（ ７） －１ 記録・ モニタリングに関する基本的な考え方

① 記録に関する基本的な考え

ａ 当公園の仕様書等に定めのある書類については、 適切に記録・ 整理・ 保管します。

ｂ 日常業務の内容、 利用状況に関するト ピックや写真等、 仕様書に定めのない記録に

ついても整理・ 保管し、 今後の業務や利用促進・ サービス向上に役立てます。

ｃ 維持管理業務の記録をスタッフ全員で共有し、 効率的かつ効果的な管理運営に役立

てます。

② モニタリングに関する基本的な考え

ａ 当公園の管理運営に関する自己評価と、 利用者や市民からの苦情・ 要望・ 意見を基

にした評価を、 継続的な業務改善のために活用します。

ｂ アンケート 等により、 積極的に利用者の意見を取得し、 その結果から利用の傾向や

ニーズを捉え、 それらを当公園の管理運営に反映します。

ｃ 利用者や市民からの苦情・ 要望・ 意見を真摯に受け止め、 迅速かつ適切に対応しま

す。 また、 これらの苦情等を運営や施設の改善につなげることにより、 利用者や市

民が当公園の良き理解者や支援者となっていただけるよう努めます。

③ 報告に関する基本的な考え

ａ 仕様書に定めのある届出・ 報告書類等に関しては、 適切に集計・ 整理し、 期日まで

に札幌市に提出します。

ｂ 利用者からの苦情・ 要望・ 意見や、 当公園で発生した事故等については、 速やかに

札幌市に報告し、 事態の収拾と改善に向けた方策を協議・ 検討し、 利用者サービス

の向上と管理運営の改善に努めます。

ｃ 報告事項に関しては、 当公園スタッフに周知するとともに、 当公園の管理運営にお

ける基礎情報として当協会内で活用します。

④ 評価に関する基本的な考え

ａ モニタリングの結果を分析し、 計画や目標に対して乖離がある場合や、 計画自体に

対して是正を要する場合には改善を行い、 継続的な管理の質の向上を図ります。

ｂ 評価に関しては、 当公園に従事するスタッフや、 当協会の他の公園スタッフからも

意見を聴取し、 組織として公正に判断します。
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（ ７） －２ セルフモニタリングの具体的な実施方法

① 意見・ 要望等の収集と回答の公表

当公園の緑のセンターにアンケート ボックスを設置して、 公園利用者からの意見・

質問・ 要望・ 苦情等を把握し、 利用者の声に対する真摯な対応に努めます。

また、 公式ホームページに意見・ 要望フォームを設置し、 ウェブサイト からも利用者の

声を収集するほか、 イベント 等開催時にもアンケート 調査を行い、 お問合せの多い内容に

ついては、 サイト 内ページの「 よく あるご質問」 や適切なページへ回答を追記し、 利用者

の疑問・ 不明点等の解消に努めます。 また、 管理運営や企画の改善に反映し、 効率的、 効

果的な利用者サービスにつなげます。

② 利用者アンケート の設問項目

アンケート の設問項目としては、 来園目的、 来園頻度、 情報入手の手段、 お住まい、 性

別、 年齢、 同行者数、 公園の総合満足度、 スタッフの接遇に関する満足度、 イベント の満

足度等を設けます。 このうち、 満足度に関する設問については、 仕様書に従い、 次の５つ

の選択肢を設けます。

・ 当公園の総合的な満足度

「 とても満足」、「 まあ満足」、「 普通」、「 少し不満」、「 不満」

・ 当公園スタッフの接遇に関する満足度

「 大変良かった」、「 まあ良かった」、「 普通」、「 あまり良く なかった」、「 悪かった」

なお、 アンケート に際して、 不必要な個人情報は取得しません。

③ 利用者満足度の目標値

満足度の目標値は、 下記のとおり仕様書の要求水準より高く 設定し、 より多く の利用者

に満足していただけるよう、 アンケート 結果等を活用して取り組みます。

当公園の総合満足度 ： 目標値７５％ （ 要求水準７０％）

有効回答総数に対する「 とても満足」 +「 まあ満足」 の割合

接遇に関する満足度 ： 目標値８５％ （ 要求水準８０％）

有効回答総数に対する「 大変良かった」 +「 まあ良かった」 の割合
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３ 施設・ 設備等の維持管理に関する業務の実施内容

(1) 維持管理業務計画

管理業務の仕様書に示す「 施設、 設備等の維持に関する管理」 業務の具体的な実施要領、 年度別の実

施計画を示してく ださい。

特に、 安全性や市民サービスの向上、 管理経費の節減に結びつく 工夫の内容について、 積極的にアピ

ールしてく ださい。

３ 施設・ 設備等の維持管理に関する業務の実施内容

（ １ ） 維持管理業務計画

（ １） －１ 総括的事項

公園の維持管理に関する基本的な事項として以下の点に留意し、 安全確保と利用者サービ

スの向上に努めます。

利用者等の安全確保と利便性・ サービスの向上

ａ 業務実施にあたっては、 利用者、 通行者、 近隣住民の安全を最優先します。

ｂ 業務は、 公園の利用の支障にならないよう配慮して実施するとともに、 利用者に影

響がある場合は、 しっかり周知します。

ｃ 事故や災害発生時には、 正確な情報を速やかに把握するとともに、 緊急時に迅速か

つ適切に対応できる体制を確保します。 また、 被災者が発生した場合は、 救護等の

応急措置を講じるほか、 状況に応じて緊密に関係機関と連絡を取り対処します。

【 具体的な取組】

① 安全教育による事故の未然防止

ａ グリーンシーズン前に、 全スタッフを対象とした安全教育を実施します。 そして、

常勤スタッフは普通救命講習を受講し、 ＡＥＤの取扱いを習得します。 また、 作業

従事者には、 作業機械操作・ 運転の安全講習を実施し、 誤操作による事故を防止し

ます。

ｂ 朝のミ ーティ ング時に、 マネージャーが園内の状況確認と必要な処置を指示するほ

か、 危険予知活動を全スタッフで行い共有します。 また、 作業機械については、 日

常・ 定期点検を実施し、 整備不良による事故を未然に防ぎます。

ｃ 当公園のハザードマップや、 各現場のヒヤリ・ ハット 事例集を活用して安全意識を

徹底させ、 事故等の未然防止に努めます。

ｄ 当協会の安全衛生委員会における事故検証や安全対策を当公園の全スタッフで共有

し、 労働安全衛生に対する意識を高めます。

② 安全管理の体制づく り

ａ 当公園は、 緑のセンターに AED を設置しており、 応急手当協力施設として｢さっ

ぽろ救急サポーター｣に登録されています。

ｂ 湿布・ 消毒薬・ 絆創膏・ ガーゼ・ 傷薬・ 包帯等を備えた救急セット を併せて常備し

ます。
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ｃ 巡視・ 作業等の際に得られた情報や、 公園利用者や地域住民から寄せられた情報を

蓄積・ 共有してハザードマップに反映させ、 安全管理体制の強化につなげます。

③ 周知・ 告知による安全確保

ａ 事故・ 災害等の発生時には、 館内放送と同時にスタッフが利用者に注意喚起を行い、

スタッフによる避難誘導を行うとともに、 被災施設の使用禁止措置や危険箇所への

立入禁止措置を講じるとともに看板等で周知し、 被害の拡大や二次災害の発生を防

ぎます。

ｂ 当公園のハザードマップを掲示板等で市民に周知します。 また、 園内の状況の変化

や利用者の声等を受けて随時更新し、 安全に関する最新情報を提供します。

ｃ 利用規制が必要な箇所の草刈や樹木剪定作業等を行う場合、 作業予定日時や実施区

域を掲示板等で周知するほか、 現場には作業表示板やセーフティ コーンを配置する

等安全な公園利用を確保します。

法令遵守による公正確保とサービス向上

ａ 公園内の維持管理業務は、 法令等を遵守し、 必要な資格を持つ者により作業を行い

ます。

ｂ 拾得物・ 遺失物は、 遺失物法に基づき適正に取り扱います。 対応マニュアルにより、

拾得物台帳に記載した上で、 警察署に届けます。 園内で不審物が発見された際には、

直ちに警察に通報し、 指示を仰ぐ等適切に対応します。

ｃ 違法行為や危険行為を発見した場合または施設や設備の不適切な利用が認められた

場合には、 公園の保全と安全・ 快適な利用のため適正な利用を指導します。

【 具体的な取組】

① 法令の遵守と有資格者等による作業の徹底

ａ 高所作業車や重機等、 資格が必要な機械等は、 有資格者以外の操作は行わないこと

を徹底します。

ｂ 法令等で義務付けられている点検・ 保守管理作業は、 専門業者や有資格者により行

うことを徹底します。

② 不正利用・ 違法行為の是正

ａ 園内で不法占用を発見した場合には、 丁寧に注意・ 指導を行い是正します。 占用許

可を得ている物件については、 必要に応じて設営・ 撤去時に立会を行い、 土地や施

設の破損・ 損傷が起きないよう確認します。 もし、 破損等が確認された場合は、 速

やかに札幌市に報告します。

ｂ 施設・ 設備の不適切な利用方法や犬のノーリード・ フンの放置、 動植物の採取・ 遺

棄・ 給餌行為等、 利用マナーに反する行為を発見した場合には、 適正な利用を指導

します。 また、 不法占拠や荷物等の残存物が確認された場合は、 警察に通報し、 札

幌市の担当課に協力を要請して対処します。
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損害賠償保険の加入

公園を管理する中で、 当協会の管理上の瑕疵により、 札幌市または第三者に損害を与えた

場合に備えて、 次の損害賠償保険に加入します。

期 間： 令和５ 年４月１日～令和10 年３月３１日（ 契約は1 年毎）

保険の種類 保険対象 補償内容

施設賠償責任保険 公園利用者・ 公園施設
対人 1 億円
事故 4 億円
対物 5 千万円

任意自動車保険
（ 連絡車両・ 作業車両）

搭乗者・ 第三者
対人 無制限
対物 無制限

家財保険 設備・ 什器備品 補償金額 1 千万円

レクリエーショ ン保険
当協会主催のイベント ・
観察会等の参加者

死亡・ 後遺障害
入院・ 通院への補償

連絡体制の確保

公園公式ホームページや園内の掲示板等に管理事務所の電話番号を表示し、 緊急時に公園

利用者が通報しやすい環境を整えます。

また、 スタッフ間では緊急時連絡網の情報を共有し、 緊急時には携帯電話により迅速に連

絡が取れる体制を確保します。

経費削減のための工夫

当協会は、 これまでの指定管理期間で継続的に当公園の経費縮減を行ってきました。 平成

28 年度に緑のセンターが新築移転となり、 光熱水費、 委託費等で管理体制が大きく 変わり

ましたが、 新施設においても管理データを引き続き蓄積・ 分析し、 経費節減及び環境負荷の

軽減のため効率的な管理を行います。

温室及びバックヤードハウスの断熱

バックヤードのビニールハウスは外気の影響を受けやすい構造であるため、 農業用保温

被覆ビニールを駆使した保温対策により暖房効率の向上を図り、 使用燃料の抑制に努め

ます。

植物の更新管理

緑のセンター及び屋外花壇の植物で越冬不可能なものは、 掘り上げてハウスで養生する

とともに、 花壇植栽は宿根草の割合を増やして一年草を制限します。

植栽・ 展示植物の工夫による植物の持続的活用

緑のセンターの展示植物は、 宿根草や仕立てた花木・ 観葉植物等を中心に展示し、 デザ

イン優先による切り花や一年草の多用を避けます。 また、 展示した植物は適宜バックヤ

ードに戻して株分け・ 養生し、 個体の維持と育成に努めます。
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適切な植物管理による農薬使用の削減

鉢栽培は用土や植物の衰弱・ 劣化が早く 病害虫の影響を受けやすいため、 早期発見、 早

期対応を基本とした病害虫防除管理を実施するとともに、 植え替えによる鉢環境のリフ

レッシュを行い、 植物自体を健全に育成することにより農薬使用の削減を図ります。

植物残渣・ 用土のリサイクル

廃棄となる植物残さはバックヤードで堆肥化を進め、 使用済みの用土は乾燥処理後、 園

内花壇や芝生の目土に再利用する等、 リサイクルに努めます。

ＥＭＳの運用

公園施設・ 設備等の維持管理において、 当協会では業務効率の側面と、 EMS による環境

影響低減の側面の双方から、 PDCA サイクルにより継続的に業務内容や手順等を見直し

て合理化を図り、 経費の節減につなげてきました。 今後も経費節減につながる取組を継

続していきます。

（ １） －２ 施設・ 設備の維持管理

公園においては、 施設・ 設備等を常に適正な状態に維持し、 利用者が安全で快適に利用で

きるよう配慮して、 市民サービスの向上に取り組みます。 また、 管理経費の節減にも留意し

ます。

建物・ 工作物管理

【 基本的な考え】

当協会では、 利用者に公共の施設である当公園を安心して快適に利用していただく ため

に、 安全を確保することを大前提に施設の保守点検・ 修繕に当たります。 そのために、 公

園利用中や管理作業におけるヒヤリ・ ハット 事例を収集し、 スタッフにはミ ーティ ングに

おいて啓発を図ります。

また、 事故発生時の対応訓練を行うとともに、 ハザードマップを公開し情報を共有する

ことにより、 安心して公園を利用していただけるよう努めます。

① 作業計画

緑のセンター・ 公衆ト イレ等の建物や、 地下水ポンプ施設・ 門扉・ パーゴラ・ 四阿・ 遊

具・ 水飲み台・ 園路灯・ ベンチ・ 看板等の工作物、 自動ドア・ 受水槽等の設備等に関して、

作業計画に基づき、 必要な保守点検・ 補修・ 部品交換等を行います。

なお、 修繕・ 部品交換等を行った場合は、 作業履歴として日報等や遊具点検簿に記録し、

以降の更新・ 修繕計画に反映して、 効果・ 効率の向上を図ります。
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② 点検による安全・ 機能確保

各建物・ 工作物・ 設備に関しては、 日常的な巡視を通して行う日常点検のほか、 管理基

準・ 指針や法律等により定められた定期点検・ 法定点検を計画的に行います。

また、 必要に応じて精密点検を行うことにより、 異常箇所を早期発見し、 正常な機能と

安全の確保に努めます。

故障や破損等が発生した場合には、 利用状況等に応じて緊急性と重要性を判断して適切

な処置を行い、 公園利用者の安全と施設の正常機能を確保します。

③ 公園施設の長寿命化

突然の破損・ 故障により利用に支障を来すおそれのある施設・ 設備等については、 メー

カー発表の耐用年数や当協会の工作物カルテ等の記録及び利用頻度に応じて修繕計画を作

成し、 計画的な予防保全を行います。 なお、 維持保全（ 保守・ 修理） では対応できない劣

化・ 損傷・ 異常等が発見され、 求められる機能が確保できないと判断された場合は、 撤

去・ 更新を考える事後保全を併用し対応します。

②上記 の点検による故障等の早期発見・ 改善・ 更新に取り組みながら前述の保全対応を

行うことで、 ライフサイクルコスト の縮減と公園施設の長寿命化を図ります。

なお、 設備の撤去や大規模な改修が必要な場合は、 札幌市に対して提案し、 協議します。

④ バリアフリー化・ ユニバーサルデザイン化の推進

接客やアンケート 等を通じて、 障がい者、 乳幼児連れ、 高齢者等の様々 な公園利用者か

ら、 公園や各施設に対する声を聴き、 誰もが利用しやすい公園となるよう、 バリアフリー、

ユニバーサルデザインの視点を取り入れた維持管理に努めます。

また、 園路の不陸や段差解消に努めるとともに、 ベンチ・ 水飲み台等の施設の利用しや

すさにも配慮します。

施設の大規模な改修や新設が必要な場合には、 専門家の意見も踏まえて札幌市に提

案・ 協議し、 バリアフリー・ ユニバーサルデザインの推進に努めます。

⑤ 類似事例のフィ ードバック

国、 道、 札幌市からの通知や、 インターネット 等により幅広く 類似の施設や作業等で

の事故事例を収集し、 故障や事故等への対応に活用します。 また、 当協会が指定管理者

として管理運営する他の公園の類似施設の破損・ 修繕情報を共有し、 日々 の点検・ 修繕

計画にフィ ードバックします。

⑥ 清潔と美観の維持

清掃作業の頻度は、 季節・ 曜日・ 天候・ イベント の開催等により、 ごみや落ち葉の発生

量、 汚れ度合いが大きく 変動します。 作業体制・ 重点箇所・ 時間帯・ 回数等の年間清掃計

画を立てた上で、 回数や頻度の柔軟な変更により効率的かつ効果的に行うことで、 園内を

清潔に保ち美観の維持向上に努めます。

また、 園地の清掃においては、 草花・ 樹木を損傷させることのないよう注意を払いなが

ら、 ごみ・ 落葉・ 枝・ 石を分別して拾い集め処理し、 建物・ 工作物周りを除草して良好な

状態に保ちます。
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⑦ 衛生・ 美観管理によるおもてなし

当公園は住宅街に位置する地区公園で、 日常的に利用される方が多い場所となっていま

す。 多数の利用者を迎えるにあたっては、 公衆ト イレを清潔に保つことが公園の印象を良

く し、 気持ち良く 公園を利用していただけるポイント だと考えます。 日常清掃により清潔

を保ち、 こまめな巡回で汚れを見つけた場合は早急に対応する等の取組により、 公衆ト イ

レを清潔に保ちます。

【 年間作業の具体的な実施要領】

① 緑のセンター

緑のセンターは、 施設の老朽化が進んでいたことから現在の場所に新築移転され、 全国

でも珍しい木構造の植物展示施設として平成 28 年 8 月に新たな運営を開始しています。

主な施設： 緑の相談コーナー、 緑の図書コーナー、 アト リウム、 2F 講義室、 2F ホ

ール、 常設温室、 ミ ーティ ングルーム、 ルーフガーデン、 ト イレ（ 多目的

ト イレ含む）、 休憩コーナー、 花売店、バックヤード（ 植物栽培ハウス） 等

a 総合日常点検： 施設と備品については、 毎日の日常点検と年1 回の定期点検を行い、

安全性と利便性を確保します。 新築施設であるため、 実際の運用開始後に確認され

た不具合もあることから、 施設の運用をしながら点検を行ます。 問題箇所について

は、 運営開始後も設置業者と共に改善を進めています。 もし、 不具合があれば、 速

やかに安全措置を取り、 迅速な復旧に努めます。 備品は年 1 回台帳と照合して点

検し、 緑のセンターの機能を維持します。

b 清掃： 館内は、 管理スタッフにより毎日開館時間前に清掃を行い、 利用者が快適に

利用できるようにします。 特に、 ト イレは重点的に行います。 また、 専門業者によ

る館内床洗浄、 ワックス塗布を年 3 回実施し、 アト リウムのト ップライト を含め

たガラス清掃を年1 回実施して、 施設の保全と快適な利用に努めます。

c ガスボイラー・ 空調設備： 運転期間中は毎日点検を行い、 ボイラー本体と送水ポン

プの運転を調整します。 気温・ 天候等に応じて温度設定を変更し、 快適な利用と燃

料節約に努めます。 温度記録と併せて設定調整履歴を記録し、 以降の運用管理に役

立てます。 また、 専門業者による整備を年 2 回行い、 良好な状態の維持に努めま

す。

緑のセンター外観 ルーフガーデン
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ｂ 定期点検： グリーンシーズンには毎月 1 回、 屋外管理スタッフが目視・ 触診・ 打

診・ 聴診等を行い、 遊具の安全性を点検・ 検査します。 点検作業は「 一般社団法人

日本公園施設業協会」 による「 遊具の日常点検講習」 を受講したスタッフが行いま

す。

ｃ 精密点検： グリーンシーズン前の4 月及び夏休み前の7 月の年2 回、 専門技術者

が目視・ 触診・ 打診・ 聴診等に加えて、 種々 の計測器を用いて施設の安全性が確保

されているかどうかを点検・ 検査します。 点検作業は、「 一般社団法人日本公園施

設業協会」 が認定する「 公園施設製品安全管理士」 または「 公園施設製品整備技師」

と同等以上の知識を有する者が行います。

ｄ 遊具の設置・ 養生： ブランコ等の遊具については、 積雪前の11 月に座板等の可動

部を養生し、 部材の破損防止と安全管理を図ります。 そして、 雪解け後の 4 月に

再設置します。 設置の際は、 併せてC の精密点検を実施します。

遊具の管理計画

点検 時期 内容

日常点検 日常

園地清掃巡回点検時、 目立った破損はないか、

遊具上や砂場内に異物がないか、 遊具周辺に石

や木の枝等がないか等点検し、 異物等は速やか

に除去する。

定期点検 月1回

点検票に即し、 施設の破損、 部品の欠損等がな

いか点検。 遊具ごとに重点点検項目を設定し、

保守に努める。

精密点検 年2回（ 4月、 7月）

遊具専門業者による精密点検。 正確な知識と専

門的な技術により破損状況を見極め、 予測をた

て、 最新安全基準に基づく 構造上の危険等をピ

ックアップ。

砂場清掃 年2回（ 4月、 7月） 砂場内の異物を取り除き、天地返し。

冬の管理 降雪前
積雪荷重による破損を防ぐため、 ブランコは取

り外し、倉庫に保管する。

【 日常点検簿】

安全基準や事故事例等を参考と

し、 遊具の特徴に合わせた点検

項目を設け、安全確保を図る。

豊平公園遊具


